
じどうし 々 せ

時計，諮箱， 乗車券箱， 乗車券j狩政箱，公印(釈印) ⑤雑消

耗品 一部を国鉄が負担する。⑥薪炭 ・ 洗剤 ・ 水料受託人

の負担とする。⑦ 業務上必~な図密政 ・ 証券および帳表 国

鉄負担とする。③光熱獄 外灯， 待合室 ・ 事務室用電灯程度

を傑準として駅ごとに定量:または定傾を定め，この定額料金は

国鉄負担とし， その他は受託人の負担とする。⑨通信政 国

鉄の負担とする。ただし公衆電話は維持料および業務上必裂な

市外通話料にかき'る a

(:x:) 施設および用地 ① 委託業務を遂行するために必要な

駅施設およびこれに関連する用地は，国鉄がこれを受託人に提

供して使用させ，国鉄は駅と同むねの宿舎およびこれと関連す

る用地を， 受託人に有償で使用させる こ とができる。 ② 国鉄

が必裂と認めた駅施設の修理は，国鉄の負担とする。

付) 蒋委託の禁止

岡鉄の委託した業務を，いかなる恕由によっても ， 本契約の

駅以外の場所で行い， または悶鉄の承認した場合を除いて，第

三者にこれを主主任してはな らない。

ω) 経営店主査

国鉄は指導監査のほか，受託人の経'g内容について盟主査する

ことができる。

(キ) 契約の解除(略)

イ 通常の業務委託駅の委託契約

(ア)委託業務の種類①乗車券類の発売 ②手小荷物 ・

貨物の受託および引渡事務 ③託送郵{史物の取扱 @ ー1I寺

預り悦術品の取扱 ⑤ 小口貨物のf1t卸作業 ⑥前各号に付

硝する業務。ただし貨物引担住吉正の発行，各極証明設の発行，事

故の処理L 旅客巡賃・料金の払いもど し当事は委託しないが， 荷

物事故に|謝 しては，その主~旨 を管理所一良に通報することになっ

ている。

仔) 委託料金 広告取次手数料を除き，伝換駅の場合と問機

である 。

(め 受託人に交付または貸与する物品 国鉄が必援と認める

ものを受託人に交付または貸与する。

(エ)駅施設および用地 国鉄は提供しない。

(オ)担 保原則と して徴収しない。

仇) 再委託の禁止以下転後駅の場合とほぼ問機である。

ウ 簡易委託駅における乗車券の委託販売契約

(7) 委託業務の顕類 ①乗車券類の発売 ②前号に付帯

する業務。

(イ) 委託料金 乗車券類の委託販売に対する巡.t'i:・料金の割

引傾は， 転換駅の場合に同じ。

(め受託人に貸与される物品 国鉄が必要と認めるものを受

託人に貸与する。

エ 自動車線と鉄道との接続駅における小口貨物の貨物自動

車般卸作業の委託契約

(7) 受託人絞釘l作業の受託人は， その駅に所在する一般

免許を受けた通巡事業者とする。

(イ) 委託業務の極類 ① 発送 ・ 到fTまたは中継にかかる小

口貨物の貨物自 動車償込および取卸作業 ② 鎖倒l協所と受授

場所との|制の迎織作業 ③獄卸作業に伴なう!;~付の整理!作業。

(め委託料金

迅速事業主E賃料金 4 号級適用駅

穆t込および取飼l し 各 100kg につき

その 他 H H 

5 国鉄自動車の駅の種類

国鉄自動車の駅は， 総数 6，057 駅(昭和 32 ・ 7現在)設也されて

いるが，その極鯵iおよび釈の業務範凶はつぎのとおりである。

(1) 駅員配値駅

自動車と接続する鉄道の駅で，自動車の業務をあわせ行うも

のと，自動車線内に設世されたものとがある。国鉄自動車の路

線は， すべて鉄道を起点または終点 と して設置tされているので，

接続駅は 500 駅に近く ， 自動車線内の駅員配世駅は 1昭和 27

年以降業務委託駅に転換したので， 現在は特別な事情ザのある数

駅が残っているだけであるが， これも近く転燥される予定にな

っ ている。

(2) 業務委託駅
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これには 7 極類がある。

ア 「般運輸営業を行う

業務委託奴

この極の業務委託駅は，

従来一般五li紛営業を行って

いた駅民配位駅を， そのま

ま委託駅に移したものと ，

その後必裂と認めて業務委

託駅を共機させた少数の も

のと である。業務委託とい

う名称は部内的な経営方式

であ っ て， 国鉄と旅客 ・荷

主との対外的な関係は， 直

営の駅員配担釈と何ら差異

はない。

イ 旅客， 到着手術物，

小荷物および貨物にかぎり

取扱う業務委託駅

この舗の駅は乗車券の発

売をしないので， したがっ

て手術物の受託もしないが，

他の業務は行う釈である。

この駅からも旅客は乗降で




